
   令和６年度 第１回 

   桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有識者会議次第 
 

日時 令和６年 11月 14日（木） 午後２時 30分～ 

場所 桶川市役所 ５Ｆ 全員協議会室     

 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 概要説明 

 (1) 現戦略の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１～４ 

 

 

４ 議  題 

 (1) 成果指標の達成状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

 

 (2) 中学生まちづくりアンケートの結果について・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 

 

  〈配付資料〉 
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   資料３・・・・・・・年齢別人口動向等 

   資料４・・・・・・・社会動態・自然動態の推移 

   資料５・・・・・・・成果指標の推移一覧 

   資料６・・・・・・・中学生まちづくりアンケート実施結果概要 

   補足資料１・・・・・桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有識者会議委員名簿 

   補足資料２・・・・・桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有識者会議設置要綱 

   補足資料３・・・・・桶川市デジタル田園都市構想総合戦略について 

 



総合戦略の概要











桶川市の人口推移等
１．桶川市の人口推移

【図１】 人口・世帯数の推移

【図２】 令和４年の転入、転出状況（県内）

▶ 本市の人口は昭和35年より急激に増加し、平成20年代に入ると概ね横ばい

で推移していましたが、近年緩やかな減少傾向にあり、令和６年４月１日

時点で74,324人となっています。一方、世帯数は年々増加を続けており、

同時点で34,085世帯となっています。【図１】

▶ 転出、転入状況は、ともに上尾市、さいたま市、北本市が上位になってお

り、近隣市での 移動が多くなっています。【図２】

【図３】 通勤・通学先の状況

【資料２】

３．通勤・通学先について

▶ 市民の通勤・通学先は、東京都内・さいたま市・上尾市の順となっており、雇用

等を都心（政令市）に依存している状況にあります。

▶ 一方で、桶川市へ通勤・通学している方は、上尾市・北本市・鴻巣市の順となっ

ており、近隣自治体からの流入が多い状況にあります。【図３】

２．地区別の人口増減

▶ 平成27年と令和６年の同時点での人口を比較すると、土地区画整理事業を実施し

た 坂田地区、日出谷地区は増加しています。

▶ 土地区画整理事業による新たな宅地供給により、人口が増加しているものと推察

されます。【表１】

【表１】 地区別人口

出典：桶川市統計書(R5）

出典 桶川市住民基本台帳人口

項 目
人口 増減

(R６-H27)H27.４.１ R６.４.１

駅 東 側 周 辺 12,605 12,341 －264

駅 西 側 周 辺 16,416 15,877 －539

坂 田 地 区 15,260 15,990 730

日 出 谷 地 区 16,815 17,470 655

加 納 地 区 7,294 6,810 －484

川 田 谷 地 区 6,740 5,836 －904

合 計 75,130 74,324 －806

出典：国勢調査(R2）
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年齢別人口動向等

・縦軸は、増減率を示す。１は人口増減が０の状態。
１より高い場合は増加、１より低い場合は減少と
なる。
・子育て世代（子どもと親）は増加傾向にある一方、
就労時（22→23歳）から数年間は減少が顕著と
なる。
・都心への通勤・通学の便が良く、土地区画整理事
業（坂田地区・日出谷地区）により良好な都市基
盤が形成されていることから子育て世代が転入超
過の傾向にある。子育て世代にとって、ライフス
テージ（子育て、教育、就労など）を描きやすい
ことが増加の要因と考えられる。

◆ 通勤・通学先の状況◆ 地区別の人口増減◆ １歳毎年齢別人口増減

保育
小学校

中学校
高校

大学
就労

就労（結婚・定住・子育て）
定年（地域コミュニティ・福祉・健康）

6ヵ年
6ヵ年

3ヵ年
3ヵ年

4ヵ年
想定10ヵ年

想定20～30ヵ年

幼児を持つ世帯の転入 大学卒業・就労による転出

←小中高は大きな変動はない→

ファミリー層の転入 子ども独立に伴う住み替え転居

転入 転出 転入 転出

子 親
親子の関係（相関関係）

■子育て環境（保育、教育等）
■生活環境（防災・生活利便）
■通学、通勤の至便（公共交通等）

■子育て環境（保育、教育等）
■生活環境（防災・生活利便）
■通学、通勤の至便（公共交通等）

■生活環境（防災・生活利便）
■高齢福祉、健康長寿

出典 桶川市住民基本台帳人口



•

•

•

•

•

•



桶川市デジタル田園都市構想総合戦における成果指標の推移一覧

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

75,408人 75,359人 75,202人 74,822人 74,448人

53,710人 53,490人 53,047人 52,507人 52,082人

参考指標 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度
直近
比較

目標値
（R9年度）

子どもを生み育てやすいまちだと思う市民の割合（18～59 歳） 71.9% - - 57.4% - ↘ 上昇

①  子どもを育てる場所として近所づきあいや地域の
　　つながりに満足している市民の割合（18～59 歳）

29.7% - - 25.3% - ↘ 上昇

②  日出谷地区における子育て支援の拠点整備
- - - - 計画検討 ↗ 施設計画の策定

及び整備着手

③  保育所・放課後児童クラブなどにおける子育て
　　支援サービスに満足している市民の割合（18～59 歳）

18.5% - - 13.1% - ↘ 上昇

①  桶川市のことが好きな子どもの割合（中学２年生）
- - 60.2% - - 67.3% ↗ 上昇

②  桶川市に住み続けたいと思う子どもの割合
　　（中学２年生）

- - 11.5% - - 10.5% ↘ 上昇

③  進学や就職で一時的に桶川市を離れてもまた戻って
　　きて住みたいと思う子どもの割合（中学２年生）

- - 16.3% - - 22.0% ↗ 上昇

転入者数（社会動態） 3,051人 2,842人 2,788人 2,927人 2,847人 ↘ 2,850人

①  道の駅「（仮称）おけがわ」の利用者数
計画検討 計画検討 事業者公募 事業者公募 整備中 ↗ 460,000人

②  ことぶき広場（旧桶川南小学校跡地）における
　　拠点整備

計画検討 計画検討 計画検討 計画検討 計画検討 - 施設計画の策定
及び整備着手

③  駅周辺の中心市街地に賑わいがあるまちだと思う
　　市民の割合

- - - 22.2% - - 上昇

①  都市計画道路の整備率
74.5% 75.1% 75.2% 75.2% 75.2% 75.7%

②  東口駅前広場及び駅東口通り線
　　（駅前広場から中山道区間）の整備

整備中 整備中 整備中 整備中 整備中 - 概成

③  道路や公園等の都市基盤が整備され快適に生活
　　できるまちだと思う市民の割合

- - - 47.5% - - 上昇

住み続けたいと思う市民の割合（18～59 歳） 80.8% - - 78.8% - ↘ 上昇

①  住みよいまちだと思う市民の割合
53.5% - - 59.9% - ↗ 上昇

②  日出谷地区におけるコミュニティの拠点整備
- - - - 計画検討 ↗ 施設計画の策定

及び整備着手

③  日常の買い物や通勤・通学など生活の利便性が
　　高いまちだと思う市民の割合

- - - 49.6% - - 上昇

①  図書館の貸出冊数
475,033冊 358,565冊 454,544冊 435,593冊 426,696冊 ↘ 480,000冊

②  生涯学習の機会・内容に満足している市民の割合
9.8% - - 7.6% - ↘ 上昇

③  公民館利用者数
91,786人 46,675人 66,383人 67,269人 64,649人 ↘ 92,000人

市内で働きたいと思える市民の割合（18～59 歳） 13.5% - - 31.8% - 上昇

①  圏央道ＩＣ周辺における産業施設の立地誘導
　　（桶川北本ＩＣ周辺東部地区）

関係機関協議 関係機関協議 関係機関協議 関係機関協議 関係機関協議 - 造成工事着手

②  市内就業率
- - - 31.9% - - 32.0%

③  市内に所在する法人数
1,623法人 1,637法人 1,629法人 1,671法人 1,679法人 ↗ 1,640法人

基本目標１　結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

施策１－１
　子どもを生み・育てやすい環境をつくる

施策１－２
　ふるさと愛を育む環境をつくる

施策２－１
　滞留・消費を生み出す交流拠点をつくる

基本目標２　新しいひとの流れをつくる

基本目標３　魅力的な地域をつくる 

基本目標４　身近な雇用を創出する

施策２－２
　生活の活動軸の充実を図る

施策３－１
　良好な生活圏域の構築を図る

施策３－２
　生涯学習・学び直しの機会の充実を図る

施策４－１
　広域交通網の利便性をいかした身近な雇用
　の創出を図る

【資料５】

基本目標・施策

成果指標

総人口（各年度の１月１日）

年少人口＋生産年齢人口（各年度の１月１日）

目標値
（R9年度）

72,800人

50,800人
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【資料６】
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No 氏   名 備         考

1 砂 川 和 也 桶川市議会

2 山 中 敏 正 桶川市議会

3 岩 﨑 隆 志 桶川市議会

4 栁 田 千 明 桶川市ＰＴＡ連合会

5 白 石 亮 子 桶川市私立幼稚園協会

6 田 中 二 三 子 桶川市商工会女性部

7 新 妻 亮 桶川市商工会青年部

8 家 德 丈 夫 桶川市立小・中学校長会

9 吉 田 耕 造 公益社団法人　桶川市シルバー人材センター

10 坂 田 直 人 埼玉県県央地域振興センター

11 町 田 哲 夫 元二松學舍大学教授

12 大 江 田 秀 一 株式会社　埼玉りそな銀行　桶川支店

13 都 築 栄 太 株式会社日本政策金融公庫さいたま支店

14 竹 内 健 二 株式会社　埼玉新聞社

桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有識者会議　委員名簿

nohara_hirofumi
タイプライタ
【補足資料１】



－1－ 

   桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有識者会議設置要綱  

（平成２７年７月１３日市長決裁）  

 （設置）  

第１条  まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０

条第１項の規定に基づくまち・ひと・しごと創生に関する施策について

の基本的な計画の策定及び推進に当たり、総合的かつ専門的な見地から

有識者の意見を聴取するため、桶川市デジタル田園都市構想総合戦略有

識者会議（以下「会議」という。）を設置する。  

 （所掌事項）  

第２条  会議において意見等を求める事項は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 桶川市デジタル田園都市構想総合戦略（以下「総合戦略」という。）

の策定等に関すること。  

 (2) 総合戦略の企画、推進及び効果検証に関すること。  

 (3) その他総合戦略の推進に必要な事項に関すること。  

 （構成）  

第３条  会議は、専門的な知識経験を有する学識経験者及び有識者のなか

から選定した委員１５人以内で組織し、市長が委嘱する。  

 （任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

 （座長）  

第５条  会議に座長を置き、委員の互選により定める。  

２  座長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する

委員がその職務を代理する。  

 （会議）  

第６条  会議は、座長が招集し、その議長となる。  

【補足資料２】 



－2－ 

２  座長は、必要があると認めるときは、会議に第３条に規定する委員以

外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。  

 （庶務）  

第７条  会議の庶務は、企画財政部企画調整課において処理する。  

 （その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

座長が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

附  則（平成２８年４月１日市長決裁）  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

附  則（令和５年１２月２６日市長決裁）  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

 

 

 



 【補足資料３】 


